
 

第 ５３ 期 中 間 決 算 公 告 
平成２３年１２月２７日 

長野県松本市渚２丁目９番３８号 

株式会社 長野銀行
取締役頭取 中條 功 

 

中間貸借対照表（平成２３年９月３０日現在） 
（単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

現 金 預 け 金 １６,３０１ 預 金 ９１４,４２０ 

コ ー ル ロ ー ン ２５,０５３ 譲 渡 性 預 金 ２７０ 

商 品 有 価 証 券 ３３ 借 用 金 １,６９０ 

有 価 証 券 ３４９,１９１ 社 債 １０,０００ 

貸 出 金 ５６５,６９４ そ の 他 負 債 ２,５７３ 

外 国 為 替 ８４９ 未 払 法 人 税 等 ９ 

そ の 他 資 産 ２,０８９ リ ー ス 債 務 ７９ 

有 形 固 定 資 産 ９,８７３ 資 産 除 去 債 務 １２４ 

無 形 固 定 資 産 ９２７ そ の 他 の 負 債 ２,３６０ 

繰 延 税 金 資 産 ４,８１０ 賞 与 引 当 金 ３６９ 

支 払 承 諾 見 返 ２,５５４ 退 職 給 付 引 当 金 １,２３２ 

貸 倒 引 当 金 △ １４,３８４ 睡眠預金払戻損失引当金 ３４ 

投 資 損 失 引 当 金 △ ６６６ 偶 発 損 失 引 当 金 １５４ 

 支 払 承 諾 ２,５５４ 

 負 債 の 部 合 計 ９３３,２９８ 

 （純資産の部）  

 資 本 金 １３,０００ 

 資 本 剰 余 金 ９,６６３ 

 資 本 準 備 金 ９,６６３ 

 利 益 剰 余 金 １０,８８０ 

 利 益 準 備 金 ２,８９５ 

 そ の 他 利 益 剰 余 金 ７,９８５ 

 別 途 積 立 金 ５,９９７ 

 繰 越 利 益 剰 余 金 １,９８７ 

 自 己 株 式 △ ８２６ 

 株 主 資 本 合 計 ３２,７１７ 

 その他有価証券評価差額金 △ ３,７４４ 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ０ 

 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △ ３,７４４ 

  新 株 予 約 権 ５５ 

  純 資 産 の 部 合 計 ２９,０２９ 

資 産 の 部 合 計 ９６２,３２８ 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 ９６２,３２８ 



 

 
平成２３年 ４月 １日から

中間損益計算書(
平成２３年 ９月３０日まで

) 
 

（単位：百万円） 
科     目 金        額 

経 常 収 益 ８,９６７

資 金 運 用 収 益 ７,７４８

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （ ６,０２６ ） 

（うち有価証券利息配当金） （ １,６６５ ） 

役 務 取 引 等 収 益 ７９３

そ の 他 業 務 収 益 ３３８

そ の 他 経 常 収 益 ８６

経 常 費 用 ７,６４５

資 金 調 達 費 用 ６６０

（ う ち 預 金 利 息 ） （ ５６０ ） 

役 務 取 引 等 費 用 ６５９

そ の 他 業 務 費 用 ５０

営 業 経 費 ５,５０５

そ の 他 経 常 費 用 ７６９

経 常 利 益 １,３２１

特 別 損 失 ４３

税 引 前 中 間 純 利 益 １,２７８

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 １０

法 人 税 等 調 整 額 ６８７

法 人 税 等 合 計 ６９７

中 間 純 利 益 ５８０

 
 
 



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等

株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間決算日の市場価

格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものに

ついては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）につい

ては定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は、次のとおりであります。 

 建 物  １０年～５０年 

 その他   ２年～２０年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内におけ

る利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数

とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは

当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会

計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権について

は、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き

当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻

先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除

した残額を引き当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施

しており、その査定結果により上記の引当を行っております。 

（２）投資損失引当金 

投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認

められる額を計上しております。 

（３）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期

に帰属する額を計上しております。 

（４）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理

計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）による定額法により

損益処理 



数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処理 

（５）睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来

の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。 

（６）偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払

見積額を計上しております。 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．リース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前に開始する事業年度

に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規

定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動

リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等

に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して

おります。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

９．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

追加情報 

当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号平成 21 年 12 月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号平成 21 年 12 月４日）を適用しております。なお、「金融商品会計

に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第 14 号）に基づき、当中間会計期間の「償却債権取

立益」は「その他経常収益」に計上しております。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額      ７,５６８百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は６,２７０百万円、延滞債権額は１６,７９６百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項

第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は該当ありません。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は９８９百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２４,０５６百万円であ

ります。 



なお、２．から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及

び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は５,８２２百万円であります。 

７．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号に基づ

いて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は、１,３００百

万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

預け金                 ２百万円 

有価証券           １３,０４８百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                ３８５百万円 

借用金             １,６９０百万円 

その他負債             ２６５百万円 

上記のほか、当座借越契約及び内国為替決済等の取引の担保として、預け金５００百万円及び有価証券１２,

５４７百万円を差し入れております。 

子会社、子法人等の借入金等の担保は該当ありません。 

また、その他資産のうち保証金は１８３百万円であります。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、５３,４１５百万円であります。このうち原契約期間が 1 年以内のものが

４２,３３４百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の

変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額

の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証

券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に

応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額    １０,３８７百万円 

11．社債は、劣後特約付社債１０,０００百万円であります。 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証

債務の額は１,４２０百万円であります。 

13．銀行法施行規則第 19 条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基準)    １０.８１％ 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額４６４百万円及び株式等償却１８百万円を含んでおります。 

２．営業キャッシュ・フローの低下等により、投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について

帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額１百万円を減損損失として計上しております。 

地 域 主な用途 種 類 減損損失 

長野県内 事業用店舗２か所 土地及び建物 １百万円 

   (うち土地   ０百万円) 

   (うち建物   ０百万円) 

事業用店舗については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから原則として支店単位（ただし、同一

建物内で複数店舗が営業している場合は、一体とみなす。）でグルーピングを行っております。 

なお、当中間期の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であります。正味売却価額は、主と

して不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

 

 
 



（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券（平成 23 年９月 30 日現在） 

 種類 
中間貸借対照表

計上額（百万円）

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

国債 ５０,９４８ ５２,２６９ １，３２０ 

地方債 ５，８９８ ６，０４０ １４２ 

社債 １,５６０ １,５８２ ２２ 

その他 ３,７００ ３,７３４ ３４ 

時価が中間貸借

対照表計上額を

超えるもの 

小 計 ６２,１０６ ６３,６２６ １，５２０ 

国債 １１,００１ １０,９６８ △３２ 

地方債 ― ― ― 

社債 ２４０ ２３８ △１ 

その他 １０,５００ １０,１６１ △３３８ 

時価が中間貸借

対照表計上額を

超えないもの 

小 計 ２１,７４１ ２１,３６７ △３７３ 

合計 ８３,８４８ ８４,９９４ １，１４６ 
 

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成 23 年９月 30 日現在） 

  子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものは該当ありません。 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 中間貸借対照表計上額（百万円）

子会社・子法人等株式 ７,５６８ 

関連法人等株式 ― 

合計 ７,５６８ 

   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 
 

３．その他有価証券（平成 23 年９月 30 日現在） 

 種類 
中間貸借対照表

計上額（百万円）

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

株式 １，３６５ １，１０５ ２６０ 

債券 １９７，４６９ １９４，７６５ ２，７０３ 
 国債 ６２，４００ ６１，５８１ ８１８ 
 地方債 ２９，４３７ ２８，９１９ ５１８ 
 社債 １０５，６３１ １０４，２６５ １，３６５ 
その他 ４，９７１ ４，９００ ７１ 

中間貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

小 計 ２０３，８０６ ２００，７７０ ３，０３５ 
株式 ４，２０２ ４，８９６ △６９４ 
債券 ２４，７９５ ２５，１５０ △３５４ 
 国債 ２，０００ ２，００２ △１ 

 地方債 ２，６９０ ２，６９９ △９ 

 社債 ２０，１０４ ２０，４４８ △３４３ 
その他 ２３，５４７ ２９，３３３ △５，７８６ 

中間貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

小 計 ５２，５４５ ５９，３８０ △６，８３５ 
合計 ２５６，３５２ ２６０，１５１ △３，７９９ 

 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 中間貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 １，３９７ 

その他の証券 ２４ 

合計 １，４２２ 

   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「そ

の他有価証券」には含めておりません。 

 



４ 減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著し

く下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって中

間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理（以下「減損処理」という。）してお

ります。 

当中間期における減損処理額は、１８百万円（うち上場株式１７百万円、非上場株式０百万円）であります。 

時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に対して５０％程度以上下落した場合と

しております。また、時価が取得原価に対し、３０％以上５０％未満下落した場合は、過去一定期間において時

価が簿価あるいは評価損率が３０％未満の水準まで達しない場合、時価が「著しく下落した」と判断し、時価の

回復可能性の判定を行ったうえで、回復の可能性が認められない場合には、減損処理を行うものとしております。 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産 

貸倒引当金           ３,７０４百万円 

退職給付引当金          ４９７ 

投資損失引当金          ２６８ 

減価償却費            ２１２ 

有価証券評価損          ４９９ 

子会社株式           １,５９３ 

その他有価証券評価差額金    １,５２９ 

税務上の繰越欠損金       １,２７８ 

その他              ５４５ 

繰延税金資産小計        １０,１２９ 

評価性引当額         △ ５,３０５ 

繰延税金資産合計         ４,８２４ 

繰延税金負債 

その他              △ １４ 

繰延税金負債合計          △ １４ 

繰延税金資産の純額        ４,８１０百万円 

 

（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションにかかる当中間期における費用計上額及び科目名 

  営業経費 １４百万円 

２．当中間期に付与したストック・オプションの内容 

 平成 23 年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当行の取締役９名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 

（注１） 
普通株式  １７４,０００株 

付与日 平成 23 年７月 29 日 

権利確定条件 権利確定条件は定めていない 

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 

権利行使期間 平成 23 年７月 30 日から平成 48 年７月 29 日 

権利行使価格（注２） １円 

付与日における公正な評価単価（注２） １６３円 

  （注）１ 株式数に換算して記載しております。 

     ２ １株当たりに換算して記載しております。 

 

（１株当たり情報） 

 １株当たり中間純利益金額         ６円４６銭 

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額  ６円４４銭 

 



第 ５３ 期 中 間 決 算 公 告 
平成２３年１２月２７日 

長野県松本市渚２丁目９番３８号 

株式会社 長野銀行
取締役頭取 中條 功 

 

中間連結貸借対照表（平成２３年９月３０日現在） 
（単位：百万円） 

科    目 金    額 科    目 金    額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

現 金 預 け 金 １６,７５７ 預 金 ９１１,５５６ 

コールローン及び買入手形 ２５,０５３ 譲 渡 性 預 金 ２７０ 

商 品 有 価 証 券 ３３ 借 用 金 ５,０９４ 

有 価 証 券 ３４１,６２３ 社 債 １０,０００ 

貸 出 金 ５７０,８３８ そ の 他 負 債 ４,３１５ 

外 国 為 替 ８４９ 賞 与 引 当 金 ３８０ 

リース債権及びリース投資資産 １０,５８１ 退 職 給 付 引 当 金 １,２４５ 

そ の 他 資 産 ４,４５８ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 １０ 

有 形 固 定 資 産 １０,２０８ 睡 眠 預金払戻損失引当金 ３４ 

無 形 固 定 資 産 ９８２ 偶 発 損 失 引 当 金 １５４ 

繰 延 税 金 資 産 ５,１１６ 支 払 承 諾 ２,５５４ 

支 払 承 諾 見 返 ２,５５４ 負 債 の 部 合 計 ９３５,６１４ 

貸 倒 引 当 金 △ ２０,３６２ （純資産の部）  

  資 本 金 １３,０００ 

  資 本 剰 余 金 ９,６６３ 

  利 益 剰 余 金 １１,６７９ 

  自 己 株 式 △ ８２６ 

  株 主 資 本 合 計 ３３,５１６ 

  その他有価証券評価差額金 △ ３,７４４ 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ０ 

  その他の包括利益累計額合計 △ ３,７４４ 

  新 株 予 約 権 ５５ 

  少 数 株 主 持 分 ３,２５１ 

  純 資 産 の 部 合 計 ３３,０８０ 

資 産 の 部 合 計 ９６８,６９４ 負 債 及び純資産の部合計 ９６８,６９４ 

 



 
平成２３年 ４月 １日から

中間連結損益計算書(
平成２３年 ９月３０日まで

) 
  

（単位：百万円） 

科        目 金          額 

経 常 収 益    １１,８０６  

資 金 運 用 収 益  ７,８３９    

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （ ６,１１８ ）    

（うち有価証券利息配当金） （ １,６６３ ）    

役 務 取 引 等 収 益  ７８２    

そ の 他 業 務 収 益  ３,０９７    

そ の 他 経 常 収 益  ８６    

経 常 費 用    １０,３８２  

 資 金 調 達 費 用  ６９２    

（ う ち 預 金 利 息 ） （ ５５９ ）    

役 務 取 引 等 費 用  ５９６    

 そ の 他 業 務 費 用  ２,４３６    

 営 業 経 費  ５,７４０    

 そ の 他 経 常 費 用  ９１６    

経 常 利 益    １,４２３  

特 別 損 失    ４３  

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益    １,３８０  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  ５４    

法 人 税 等 調 整 額  ７０７    

法 人 税 等 合 計    ７６１  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益    ６１８  

少 数 株 主 利 益    ２４  

中 間 純 利 益    ５９４  
 



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

中間連結財務諸表の作成方針 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等    ５社 

株式会社長野スタッフサービス 

株式会社長野ビーエス 

株式会社ながぎんビジネスパートナーズ 

長野カード株式会社 

株式会社ながぎんリース 

（２）非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

該当ありません。 

３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

９月末日   ５社 

 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券の

うち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、

時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。また、主な耐用

年数は次のとおりであります。 

  建 物  １０年～５０年 

  その他   ２年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法

により償却しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに

連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとお

り計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計

士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、

一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てて



おります。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相

当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引

き当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し

ており、その査定結果により上記の引当を行っております。 

６．賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結

会計期間に帰属する額を計上しております。 

７．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去

勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）による定額法により損益

処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

８．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、連結される子会社及び子法人等の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に

対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上してお

ります。 

９．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の

払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

10．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見

積額を計上しております。 

11．外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

12．リース取引の処理方法 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始

日が平成 20 年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理

によっております。 

13．ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

14．重要なヘッジ会計の方法 

為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建

取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に

規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動

リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に

見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しており

ます。 

なお、当行の一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

15．消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 



追加情報 

当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号平成 21 年 12 月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号平成 21 年 12 月４日）を適用しております。なお、「金融商品会

計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第 14 号）に基づき、当中間連結会計期間の「償却

債権取立益」は「その他経常収益」に計上しております。 

 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は７,５５９百万円、延滞債権額は２３,４４１百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項

第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は該当ありません。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１,２９６百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は３２,２９８百万円であ

ります。 

なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及

び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は５,８２２百万円であります。 

６．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号に基づ

いて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表計上額は、１,３０

０百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

預け金                  ２百万円 

有価証券            １３,０４８百万円 

リース債権及びリース投資資産   ４,６６４百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                 ３８５百万円 

借用金              ４,８４９百万円 

その他負債              ３８３百万円 

上記のほか、当座借越契約及び内国為替決済等の取引の担保として、預け金５００百万円及び有価証券１２,

５４７百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は１８７万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、



契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、５９,５３９百万円であります。このうち原契約期間が 1 年以内のものが

４０,５８４百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。

これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結さ

れる子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項

が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後

も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信

保全上の措置等を講じております。 

９．有形固定資産の減価償却累計額     １０,６６９百万円 

10．社債は、劣後特約付社債１０,０００百万円であります。 

11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の

額は１,４２０百万円であります。 

12．銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）  １１.５７％ 

 

（中間連結損益計算書関係） 

１．「その他経常費用」には、貸出金償却４百万円、貸倒引当金繰入額６９３百万円及び株式等償却１８百万円を含

んでおります。 

２．営業キャッシュ・フローの低下等により、投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について

帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額１百万円を減損損失として計上しております。 

地 域 主な用途 種 類 減損損失 

長野県内 事業用店舗２か所 土地及び建物 1 百万円  

   （うち土地   0 百万円) 

   （うち建物   0 百万円) 

事業用店舗については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから原則として支店単位（ただし、同一

建物内で複数店舗が営業している場合は、一体とみなす。）でグルーピングを行っております。また、連結される

子会社及び子法人等については、主として各社を１つの資産グループとしております。 

なお、当中間連結会計期間の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であります。正味売却価

額は、主として不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

３．中間連結包括利益計算書における中間包括利益の金額    １,０２０百万円



（金融商品関係） 

○ 金融商品の時価等に関する事項 

平成２３年９月３０日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。 

（単位：百万円） 

  
中間連結貸借

対照表計上額 
時価 差額 

(1) 現金預け金 16,757 16,825 68

(2) コールローン及び買入手形 25,053 25,053 －

(3) 商品有価証券  

 売買目的有価証券 33 33 －

(4) 有価証券  

 満期保有目的の債券 83,848 84,994 1,146

 その他有価証券 256,352 256,352 －

(5) 貸出金 570,838  

  貸倒引当金（＊１） △ 19,228  

  551,610 557,864 6,254

(6) 外国為替 849 849 －

 資産計 934,504 941,974 7,469

(1) 預金 911,556 911,948 391

(2) 譲渡性預金 270 270 0

(3) 借用金 5,094 5,109 14

(4) 社債 10,000 10,028 28

 負債計 926,920 927,355 435

デリバティブ取引（＊２）  

 ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 －

 ヘッジ会計が適用されているもの ( 5) ( 5) －

 デリバティブ取引計 ( 4) ( 4) －

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。また、デリバテ

ィブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、( )で表示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定され

る適用金利で割り引いた現在価値等を算定しております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2) コールローン及び買入手形 

これらは、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

(3) 商品有価証券 

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関か

ら提示された価格によっております。 

(4) 有価証券 



株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資

信託は、公表されている基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、私募債の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新

規引受を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間（１

年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

変動利付国債の一部の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価と

みなせない状態にあると判断し、当中間連結会計期間末においては、合理的に算定された価額によっており

ます。 

なお、変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積った将来キャッシュ・フロー

を、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び金利スワップシ

ョンのボラティリティが主な価格決定変数であります。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。 

(5) 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大

きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新

規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間（１

年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等

に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表価額から現

在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものにつ

いては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿

価額を時価としております。 

(6) 外国為替 

外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）、外国為替関連の短期貸付金（外国他店貸）、

輸出手形・旅行小切手等（買入外国為替）、輸入手形による手形貸付（取立外国為替）であります。これらは、

満期のない預け金、又は約定期間が短期間（１年以内）であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としております。 

負 債 

(1) 預金、及び(2)譲渡性預金 

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしておりま

す。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値

を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、

残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。 

(3) 借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子法人等の信用

状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿

価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計

額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期

間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(4) 社債 

当行の発行する社債の時価は、市場価格によっております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ等）、通貨関連取引（為替予約取引等）であり、割引現

在価値等により算出した価額によっております。 



（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資

産(4)その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 中間連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式  (＊１)（＊２） 1,397 

② その他の証券 (＊３) 24 

合  計 1,422 

（＊１） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価

開示の対象とはしておりません。 

（＊２） 当中間連結会計期間において、非上場株式について０百万円減損処理を行っております。 

（＊３） その他の証券のうち、組成財産等が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもの

で構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券（平成 23 年９月 30 日現在） 

 種類 
中間連結貸借対照表

計上額（百万円）

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

国債 50,948 52,269 1,320 

地方債 5,898 6,040 142 

社債 1,560 1,582 22 

その他 3,700 3,734 34 

時価が中間連結

貸借対照表計上

額を超えるもの 

小 計 62,106 63,626 1,520 

国債 11,001 10,968 △ 32 

地方債 ― ― ― 

社債 240 238 △ 1 

その他 10,500 10,161 △ 338 

時価が中間連結

貸借対照表計上

額を超えないも

の 

小 計 21,741 21,367 △ 373 

合計 83,848 84,994 1,146 

 

２．その他有価証券（平成 23 年９月 30 日現在） 

 種類 
中間連結貸借対照表

計上額（百万円）

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

株式 1,365 1,105 260 

債券 197,469 194,765 2,703 

 国債 62,400 61,581 818 

 地方債 29,437 28,919 518 

 社債 105,631 104,265 1,365 

その他 4,971 4,900 71 

中間連結貸借対

照表計上額が取

得原価を超える

もの 

小 計 203,806 200,770 3,035 

株式 4,202 4,896 △ 694 

債券 24,795 25,150 △ 354 

 国債 2,000 2,002 △ 1 

 地方債 2,690 2,699 △ 9 

 社債 20,104 20,448 △ 343 

その他 23,547 29,333 △ 5,786 

中間連結貸借対

照表計上額が取

得原価を超えな

いもの 

小 計 52,545 59,380 △ 6,835 

合計 256,352 260,151 △ 3,799 



 

３．減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著し

く下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって中

間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下「減損処理」

という。）しております。 

当中間連結会計期間における減損処理額は、１７百万円（うち株式１７百万円）であります。 

時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に対して５０％程度以上下落した場合と

しております。また、時価が取得原価に対し、３０％以上５０％未満下落した場合は、過去一定期間において時

価が簿価あるいは評価損率が３０％未満の水準まで達しない場合、時価が「著しく下落した」と判断し、時価の

回復可能性の判定を行ったうえで、回復の可能性が認められない場合には、減損処理を行うものとしております。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

営業経費 １４百万円 

 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 平成 23 年ストック･オプション 

付与対象者の区分及び人数 当行の取締役９名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注１） 普通株式 １７４,０００株 

付与日 平成 23 年７月 29 日 

権利確定条件 権利確定条件は定めていない 

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 

権利行使期間 平成 23 年７月 30 日から平成 48 年７月 29 日 

権利行使価格（注２） １円 

付与日における公正な評価単価（注２） １６３円 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

２ １株当たりに換算して記載しております。 

 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額           ３３１円５４銭 

１株当たり中間純利益金額           ６円６１銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額    ６円５８銭 

 


